
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

AEBS[交差点]責任点（案）

4

ukai-kouhei
テキストボックス
令和５年度(2023)第３回自動車アセスメント評価検討会　資料１－２



AEBS[交差点]責任点の設定について

■ AEBS［交差点］（交差点1・2）の責任点（＝予防安全性能評価でAランクを獲得
するための要件）の設定

１．2022年（1－12月）時点のAEBS［交差点］の普及率は22.0％であることから、導入時に「レベル４以上」の責任点は
設定しない。

２．導入時点から引き上げるまでの責任点 ⇒ 装置の搭載有無相当※とする。

※搭載有無相当とは、自動車製作者等がパンフレット等により対外的に、対車両右直シナリオ及び
右左折時の横断歩行者シナリオに対応するAEBS［交差点］を搭載していることを公表していることとする。

３．引き上げる基準となる普及率 ⇒ 6割とする。

４．リードタイム
⇒ 2020～2022年の普及率から将来普及率を推測し、当該装置の普及率が6割となる2027年の前年までを
リードタイムとする。

導入から2026年までの3年間は装置の搭載有無相当を責任点とし、2027年から他の評
価項目と同様に「レベル４以上」を責任点とする。

■ AEBS［交差点］（対車両（右直）、右左折時の横断歩行者）の評価について

AEBS［交差点］の評価は、「交差点1：対車両（右直）」と「交差点2：右左折時の横断歩行者」を合計した、総得点で評価を行う。
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【参考】AEBS[交差点]将来普及率の推測

乗用車メーカー8社の交差点AEBS装着率

【出所】JAMA殿作成資料
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